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(経過措置）

2この条例の施行のH削に川崎市環境影曹評価に関す

る粂例（孕成11年川崎市条例第48…第川条の規定に

上る公告を行った関発事哭-及び丁-革に卷字した開発1n

繁については、第17条の規定は、通用しない。

川崎山・公笹防止等生活環境の保余に聞する条例の一部i
を改正する条例をここに公布する,

平成21年12月24 s

川崎布疫阿部孝丸.

川崎市条例SS3号

  川崎市公密防止等生括-現境の保全;こ関する1

条例の一部を改正する粂例

川崎Hi公省防止等牛活茄境の保金iこ閤する条例(平・成

11り'川崎市条例第50号> の一部を次の上うに改正する、

I!次中「ft動車公宙の防出」を旧勤處による公害の\

防!k及び環挽への負荷の低減」に改め、F温暖化物質の俳：

出柿制jの次にぐに閣する指針」を加えるn

恥¢3条第1項及び第3!条第1項中「第123炎」を；第121

粂」iこ改める，

冶10康の故名を次のように改める

第10車自®|¢による公害の防止及び®境への負荷i
  の低減|

第|0缺第i節の節名を次のように改める、

萬！節自助車による公甚:の防lh及び®境への負荷

の低減に係る使用者等の賀梓

沁兜条中1'公逍を防止する」をI公育の防lh及び環境

へめ負沿の低滅を図る」に改める」

染將条に次の:2項を加える。

2 荷上は.自己の主たる革業に係る貨物又は廃棄物（以

'['1・汝物等」という。を市内のh己の事業所その他の

松所（以ド「事粟哢等Jという。）から次に掲げる者に

池搬させようとするときは、その若・に対L、環境への

紀慮のため必要な事項として規則で定めろ項目（以下

;'冤境配兼行動項0」という,,）の実施を要諸する旨を

妃録した番面又は電磁的£録(屯子的方式、磁気的方

式その他人の加覽によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう.）（以下「環境E慮行動要

Hという」を提供し、当該萠捷K慮行動項目の実

施の要請に努めなければならない，ただし，運搬に規

則で疋めろ自動車¢以下「対象自動もという」が使

lilされなl_，ことが明らかな塀合は、この限りでな|: \ '

|'1；餌主が委托した貨物運送事業若等（拉則で定める

事奥者等をいう。以下同じ，>

121巧該貨物等の荷受人該荷受人が委託した貨物

運送事.黎者等に浬搬させる場合を昔む.>)

3荷受人は、保梓等を市内の自己の平業所等に次に揭

げる行に薄搬させようとするときは.その者に対し.

環境紀!®行動要請取を抱供し.環境配慮行動項目の実

施の要請に努めなければならない,，ただし，趣賭に対

軌車が使用されないことが明らかな沿合は、この

限りでない。

⑴荷受人が委託した貨物邇送取業者等

(2；、該貨物等の荷主（当跋荷-1:一が毒託した貨物運送

項莱者凉に運搬させる慢合を穴む。}

第的粂の次に次の2条を加える，

(指定荷主及び指定荷受人の貢矜）

第⑽粂びi 2 前条第2項の規定にかかわらず、貨物等の

池搬に係るS動¢から発生する排出ガスによる雌へ

の影黎が比較的太きいものとして規則で定める要件に

技当する荷主く以下r指定!1;/主」という。）は、貨物等

を市内のほ己？>事索所等から次に揭げる孜!こ迷搬させ

ようとするときは、その者に対し.衒境配慮行動要請

既を殷供し，環境配慮行動項0の実施を赳課しなけれ

けなhない。ただし.®搬に対汝肉勤車が使用されな

いことが明らかな楊合は、この限りでない，

⑴桁定荷主が委託した貨物蓮送事裝#等

（2!当該貨物等の荷受人（、核沿受んが委託した貨物

連さ事挺者等に®搬させる場合を介む。）

2 前条第3項の規定にかかわらず・掩物等のS搬に係

る自動享から発生する排出ガスによる環境への影®が

比較的大きいものとして規則で疋めろ要件に抜当する

W受人（以下「指定荷¢人」という..> は，貨物等を市

内のS己の事來所等に次に旭げる者に運賭させよ-3と

するときは，その者に対し.顯堆配此行励要請栗を提

供し、環境配慮行動項13の%施を要站しなければなら

ない,，ただし.運搬に対象自動申が使用されないこと

が明らかな場合は，この限りでない：

⑴桁茫荷受人が委託した貨物i¢送ボ業者-等

(23角拔物等の荷主(当拔荷主が委託した物逝送

事業者等にil搬させる楊合を代む，,）

3指定荷主及び指定荷受人は・弟・1瓜又は前項の規定

による提供に係る環境K慮行動裡請頌C喪面の>^は.

その了-し）を、規則で定める期問・保存しなければな

らない。

4指定荷主及び指定荷受人は、第I唄又は第2項の規

定による要請の実施状況について.祖則で定めるとこ

ろにより.市¢に報告しなければならな1；、。

5 前項の姐定は、川崎市地球温暖化対策の推進に涸す

る条例 くデ-成21年川崎占条例第̂;号）第10条第1項の

規定により、第1項又は第2項の規定[こよる要請の実

施状況の報告を行った指定荷主父は指定荷受人につい

ては.適用しない、

C指定荷主及び指定荷受人への勧告等}

第99条の3 市畏は.招定荷主又は指定荷受人が、正当

な理由がなく前条第1項若しくは第2項の規定による
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提供をせず、若しくは要請をせず、同条第3項の規定

による保存をせず.又は同条第4項の規定による報告

をせず.若しくは虚僞の報告をしたと認めるときは.

その者に対し，期限を定めて、必要な措圃を潔ずるよ

う勧告することができる。

2市畏は，前項の規定による勧告を受けた者が，当該

勧告に従わなかったときは，当該勧告を受けた者の氏

名その他の規則で定める事項を公表することができるa

3 市畏は、卽唄の規定により公表Lようとするときは.

あらかじめ・第！.項の規定による勧告を受けた者に意

昆を述べる機会を与えるものとする，

第12章第1節を次のように改める。

第1節温暖化物質の排出抑制に関する宿針

(温暖化物質の排出抑制に蘭する指針）

第121条市畏は、事業翁が行う温暖化物質の排出の抑制

に係る取組を支援するため・温暖化物質の徘出抑制に

関する指針を定め、これを公表するものとする。

第!22粂及び第123条削除

附則

この条例は，平成22年4月13から施行する。

川崎市看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する粂

例をここに公布する，

平成21年12月24 3

川崎市> 阿部孝夫

川崎市条例第54号

川崎市看護師等修学資金貸与粂例の-・部を

改正する粂側

川崎市看護棟等修学資金貸与条例（昭和49年川崎市粂

例第10号> め一部を次のように改正する。

第1条中「川崎市立病院（以下「市立病院」という。:|

文は市内の民問」をr市内』に改める。

第2粂第1号中「医療施設」を「市内の医療施設」に

改め、「診療所」の次に「であって、本市の区域内に開段

されたもの（本市が開設する誇療所を除くd一|を加え.

同条第2号を削り.同条第3号中「第21粂及び」を「第

21条に規定する大学.学校及び看護師葵成所鼓びに法J

に改め、「学校及ぴ」の次にr推看護師」を加え.同号を

同条第2号とする，

第3条中「市立病院又は民問Jを「市内」に改め、同

条第1号中[文部大臣が指定したjの次に「大学，同条

第2号の規定に基づき艾部科学大臣が指定したJを加え.

「同条第2号iを「間粂第3号Jに改めS,

第5粂中「次に定める区分に基づき』を「毎年度-了・算

の範囲内において」に改め、同条各号を削る。

第7条第1号中「学校』を「大学，学校j 一に改め，岡

粂中第2号を削り、第3号を第2号とする。

第It条第・I項を次のように改める。

市畏は、第5条の規定により修学資金の貸与・の決定を

受け，当該修学資金の貸与を受けた者(以下「披貸与者」

という。）が、養成施段を卒業したSから1tl以内に市内

,の医療施設に勤務し、te学資金の質与を受けた期間看護

業務に從事したときは・.当該修学資金の返還倍務を免除

する。

第L2粂中「第;]条の規定により修学資金の妓4の決定

を受け当該修学資金の貸与を受けた者(以下「披貸与箭J

という。}』を「捩貸与者」に改める。

第は粂第1項第1号を削り，同項第2号中「第2号か

ら第5号主での規定」を「各号・ー|に改め、同号を同項第

1号とし，同項第3号中「第5条第I号の区分により修

学資金の資与・の決定を受け当該修学資金の資4を受けた

者にあっては市江病院に，同条第2号の区分により修学

資金の貸与の決定を受け当該像學資金の貸与-を受けた者

にあっては民間.|を「市内Jに改め，同分を同項第2号

とし、同項第4号中「前号に規定する-看護業務に従¢し,

かっ」を削り，同号を同項第3号とし、同項第5号中「看

護業務」を啼内の医療施設における看薄業務」に改め、

同号を同項第4号とする。

第14条中「一に」を「いずれかに』に改め、同条第1

号中「第S条第1号の区分により修学資金の貸与の決定

を受け当該修学資金の貸与を受けた者にあっては市立病

院に、同条第2号の区分により修学資金の貸与の決定を

受け当該修学資金の貸与を受けた者にあっては民間」を

「市内」に改め一同条第2号中r学校」をf大学、学校」

に改める。

附則

C廠行期日）

1この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置）

2 改IE前の条例（以下「旧条例」という。)第5条W規

定により看薄師等修学資金（以下「修学資金」という。）

の貸与の決定を受け一.当該W学資金の貸与を受けた者

であって' 旧条刺第13条各号のいずれにも該当してい

ないものは、改正後の条例¢以下「新条例」という」

第5条の規定により修学資金の貸与の決定を受け、当

該修学資金の貸与を受けた#とみなして' 新条例の規

1 定を適用する。

川崎市心身障雀者総合リハビリテーションセンター条

例の一部.を改正ずる条例をここに公布する0

竿成;21年L2月24 0

川W市_fi阿部孝夫

川崎市条例第55号

川崎市心身陣寓者総含リハビリテーション

センター条例の一部を改正す&条例

川崎市心身障番者総合リハビリテーションセンター条
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